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自己診断チャート～義務化への対応は相続登記か、相続人申告登記か。

①法定相続人を全員知って
いるか。または、戸籍の記
録で把握できたか

相続人申告登記推奨
費用を投じてよければ戸籍
収集をして②へ（検討終了）

相続登記可能
戸籍記録に不足があれば収
集する（検討終了）

相続人申告登記推奨
遺産分割協議失敗を
想定してよければ戸
籍収集をして②へ
（検討終了）★

相続登記を目指すこ
とを推奨。ほかの相
続人に財産分割協議
の提案をすれば協議
が成立する可能性が
高いので、戸籍類を
収集して③へ（検討
終了）★

②法定相続人の人数は複数
か

③遺産分割協議書等（本文
参照）が見つかったか

⑤他の相続人全員の
協力が得られそうか

⑥この土地について、
被相続人が不動産を
取得したときの権利
書が残っているか

相続登記可能
戸籍記録に不足があれば収
集する（検討終了）

★遺産分割協議が成立しない場合、遺産分割調停など裁判手続きの利用を検討することができる。
☆登記上の住所と被相続人死亡時の住所の関係がわかる資料がないという理由で、追加で法定相続人全員の協力を得なけ
　れば相続登記ができない。登記ができないだけで法律上は権利を持っている。対策として、登記されている住所は登記
　情報提供サービスなどで確認しておくことが望ましい。

（チャートの引用元：全国林業改良普及協会林業新知識2024年２月号　鈴木慎太郎）

相続登記可能
戸籍記録に不足があれば収
集する（検討終了）

すぐには相続登記不能。法
定相続人の協力が得られな
い場合、相続人申告登記推
奨（検討終了）☆

④登記されている住所が以
下のどれかと同じか
・死亡者の住民票の除票ま
たは戸籍の除付票に記載さ
れている住所
・死亡者の本籍地

知っているか、戸籍類
は収集済みか

相続人は複数いる

見つかった
協議が成立した

同じ

違う

見つか
らない

同意が得られ
なさそうな相
続人がいる

他の相続人の全員の
同意が得られる

残っている

残って
いない
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知らない・把握できない人がいる

講習会のお知らせ
スマホを持って
　　所有林を探そう
スマホのアプリを使って、所有している山林の場所を、簡単に特定する方法を学びます。
◆主　催：烏川流域森林組合
◆日　時：令和６年12月８日（日）午前９時～正午　　◆参加費：無料
◆場　所：高崎市榛名公民館　第３研修室（高崎市上里見町1072-1）
◆定　員：15名（組合員限定）希望者多数のときは抽選で決定します
◆持参するもの：・スマートフォン　・所有山林の地番のわかる書面
◆その他
　・当日は、山林内を歩ける服装、靴でおこしください
　・スマホのアプリは、国土調査（地積調査）が済んでいる次の地区のみで利用できます。他の地区
　　では利用できません。ご了承ください。旧榛名町の大部分、倉渕町権田、三ノ倉、水沼の一部
◆申し込み
　令和６年11月21日（木）までに、電話またはメールで
　①住所②氏名③電話番号をご連絡ください
　電話番号：027-378-2030　　メール：info＠karasu-mori.jp

次のような人にお勧めです！
　・所有している山林の場所がわからない
　・山林を相続したけれど、場所も境界も
　　わからない
　・所有している山林の場所を子や孫に伝
　　えたい
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